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１．経緯 16 

令和８年３月１３日付けで広域機関から経済産業大臣に対し、電気事業法第２８条の４１17 

第３項及び同法第２８条の４６第１項後段の規定に基づき、業務規程及び送配電等業務指針18 

の変更の認可申請があり、同年３月１３日付けで経済産業大臣から委員会に対して、同法第19 

６６条の１１第１項第５号の規定に基づき、意見の求めがあったところ。（資料３－２－１、20 

資料３－２－２）。 21 

22 

２．変更の内容 23 

（１）運用容量及びマージンの算出スケジュールに関する規定の変更（業務規程）24 

広域機関は、地域間連系線の管理を行うため、業務規程及び送配電等業務指針に則り、毎25 

年２月末日までに、翌年度以降の長期計画及び年間計画における運用容量及びマージンを算26 

出している。 27 

また、広域機関は、電力設備の点検や修繕等の作業を実施するための電力設備の停止に関28 

する２か年度分の計画（以下「作業停止計画」という。）の調整や、実需給年度の２年前に29 

容量市場のメインオークションで落札された発電設備等の停止計画（以下「容量停止計画」30 

という。）の調整について、毎年８月～１２月末に行っている。 31 

この作業停止計画や容量停止計画の調整については、地域間連系線の運用容量等の算出に32 

関連するものであることから、これらの業務をより一体的に実施することを目的に、第２回33 

運用容量検討会（２０２５年１０月６日）及び第３回マージン検討会（２０２５年１０月２34 

９日）において、地域間連系線の運用容量及びマージンの算出スケジュールを毎年２月末か35 

ら１月末に前倒しすることが整理された。 36 

37 

（主なルール整備事項） 38 

（趣旨） 

令和８年３月６日付けで電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」という。）より経済

産業大臣に対して業務規程及び送配電等業務指針の変更の認可申請があり、同月１３日付け

で経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会（以下「委員会」という。）に対して意見

の求めがあった。 

当該認可に係る委員会としての回答について御審議いただく。 
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・作業停止計画及び容量停止計画の調整スケジュールと合わせるかたちで、運用容量及び39 

マージンの算出スケジュールに関する規定を見直し（毎年２月末日 ⇒ 毎年１月末日へ40 

前倒し。）。 41 

42 

（２）連系線利用登録に関する経過措置の終了に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務43 

指針） 44 

２０１８年１０月に連系線利用ルールを変更（先着優先 ⇒ 間接オークションへ変更）し45 

た際に、２０１６年度に登録された長期連系線利用計画（最長１０年間の利用計画）を対象46 

に、経過措置の規定が設けられている。当該経過措置は、最長２０２５年度までの連系線利47 

用登録が対象であり、２０２６年３月３１日をもって終了することから、当該規定を削除す48 

る。 49 

50 

（３）その他規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）51 

用語等について、記載の適正化を行う（附則規定における字句修正（規定 ⇒ 規程）等）。 52 

53 

３．認可申請に係る意見 54 

業務規程及び送配電等業務指針の変更案の内容について、審査基準に照らして特段の問題55 

はないと認められるため、資料３－２－３及び資料３－２－４のとおり、委員会として、当56 

該認可を行うことに異存がない旨を経済産業大臣に回答することとしたい。 57 

58 
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【参考】関係法令等 59 

60 

業務規程 61 

62 

●電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）（抜粋）63 

（業務規程） 64 

第二十八条の四十一 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済65 

産業省令で定める事項を記載しなければならない。 66 

２ 前項の業務及びその執行に関する事項には、第二十八条の四十四第一項の規定による指示67 

があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施68 

に関し必要な事項が含まれていなければならない。 69 

３ 推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければな70 

らない。 71 

72 

（委員会の意見の聴取） 73 

第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴か74 

なければならない。 75 

一～四 （略） 76 

五 第十条第一項若しくは第二項（これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二77 

の十三において準用する場合を含む。）、第十四条第二項（第二十七条の十二及び第二十七78 

条の十二の十三において準用する場合を含む。）、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、79 

第二十二条の二第一項ただし書（第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。）、80 

第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第81 

三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若し82 

くは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。 83 

六～十六 （略） 84 

２ （略） 85 

86 

●広域的運営推進機関に関する省令（平成２６年経済産業省令第３６号）（抜粋）87 

（業務規程の記載事項） 88 

第十条 法第二十八条の四十一第一項の経済産業省令で定める事項は、業務及びその執行に関89 

する事項とする。 90 

91 

●電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（平成１２・０５・２９資第１６92 

号）（抜粋） 93 

第１ 審査基準 94 

（５４）第２８条の４１第３項の規定による広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可95 

 第２８条の４１第３項の規定による広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可に係る96 

審査基準については、当該変更後の業務規程の内容が法令に適合し、かつ、当該変更後の97 

業務規程に虚偽の記載がないこと及び「電気事業法第２８条の１５の規定による広域的運98 

営推進機関の設立の認可の基準について」（別添３）の該当部分に適合することとする。 99 

100 
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送配電等業務指針 101 

102 

●電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）（抜粋）103 

（送配電等業務指針） 104 

第二十八条の四十五 送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 105 

一 一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項 106 

二 発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接107 

続に関する事項 108 

三 その他経済産業省令で定める事項 109 

110 

（送配電等業務指針の認可） 111 

第二十八条の四十六 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生112 

じない。その変更（経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。）についても、同113 

様とする。 114 

２ 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合115 

していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 116 

一 内容が法令に違反しないこと。 117 

二 策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。 118 

三 不当に差別的でないこと。 119 

３・４ （略） 120 

121 

（委員会の意見の聴取） 122 

第六十六条の十一 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴か123 

なければならない。 124 

一～四 （略） 125 

五 第十条第一項若しくは第二項（これらの規定を第二十七条の十二及び第二十七条の十二126 

の十三において準用する場合を含む。）、第十四条第二項（第二十七条の十二及び第二十七127 

条の十二の十三において準用する場合を含む。）、第十八条第一項若しくは第二項ただし書、128 

第二十二条の二第一項ただし書（第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。）、129 

第二十七条の十一の二第一項ただし書、第二十八条の十四第一項、第二十八条の四十一第130 

三項、第二十八条の四十六第一項、第二十八条の五十二、第二十八条の五十五第一項若し131 

くは第六項、第九十九条第一項又は第九十九条の七第一項の認可をしようとするとき。 132 

六～十六 （略） 133 

２ （略） 134 

135 

●広域的運営推進機関に関する省令（平成２６年経済産業省令第３６号）（抜粋）136 

（送配電等業務指針） 137 

第十三条 法第二十八条の四十五第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとす138 

る。 139 

一 送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項 140 

二 発電等用電気工作物と配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関141 

する事項 142 
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三 受電用の設備と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電143 

気的な接続に関する事項 144 

四 電気の安定供給を確保するために必要な発電等用電気工作物の設置に関する事項 145 

五 一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の運用に146 

関する事項 147 

六 前各号に掲げるもののほか、一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、148 

及び運用する電線路に関する情報の公開に関する事項その他送配電等業務の実施に関す149 

る事項 150 

151 

●電気事業法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等（平成１２・０５・２９資第１６152 

号）（抜粋） 153 

第１ 審査基準 154 

（５５）第２８条の４６第１項の規定による広域的運営推進機関の送配電等業務指針の認可155 

及び変更の認可 156 

第２８条の４６第１項の規定による広域的運営推進機関の送配電等業務指針の認可及び157 

変更の認可に係る審査基準については、当該送配電等業務指針の内容に虚偽の記載がない158 

こと、同条第２項各号のいずれにも適合すること及び「電気事業法第２８条の４６第１項159 

の規定による送配電等業務指針の認可の基準について」（別添４）に適合することとする。 160 

161 
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経済産業省 

２０２６０３０９資第１３号 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ３ 日 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 殿 

経済産業大臣 

電力広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可について 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第６６条の１１第１項第５号の規定に基づき、別

添の申請に係る同法第２８条の４１第３項に規定する業務規程の変更の認可について、貴委員

会の意見を求めます。 

資料３－２－１ 
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様式第９（第11条関係） 

業務規程変更認可申請書 

広域総第２０２５－２０７号 

２０２６年３月６日 

経済産業大臣殿 

電力広域的運営推進機関 

理事長 大山 力 

住 所 東京都江東区豊洲６－２－15 

電気事業法第28条の41第３項の規定に基づき、業務規程の変更の認可を受けたいので、下記のと

おり申請します。 

記 

１ 変更しようとする内容 

  別紙１のとおり 

２ 変更しようとする年月日 

２０２６年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日 

３ 変更しようとする理由 

国の審議会の議論等に適切に対応するため 

４ 業務規程の変更の認可を申請するまでの経過の概要 

  別紙２のとおり 
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別紙２ 

業務規程の変更の認可を申請するまでの経過の概要 

業務規程の変更の認可を申請するまでの経過の概要は、以下のとおり。 

時期 経過の概要 

2025年 12月３日 

  ～ 

2025年 12月 23日 

・本変更案（別紙１。以下同じ。）が会員その他の電気供給事

業者の事業活動に重大な影響を及ぼす事項が含まれる可能

性があることに鑑み、業務規程第６条第１項の規定により、

会員その他の電気供給事業者の意見聴取を実施

・意見は０件（2026 年１月７日、意見聴取結果を本機関ウェ

ブサイト上にて公表）

2026年２月３日 ・2025年度第３回評議員会により、本変更案を議決

2026年２月４日 ・第 551回理事会において、本変更案を議決

2026年３月６日 ・第 21回通常総会において、本変更案を議決
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経済産業省 

２０２６０３０９資第１４号 

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ３ 日 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 殿 

経済産業大臣 

電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針の変更の認可について 

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第６６条の１１第１項第５号の規定に基づき、別

添の申請に係る同法第２８条の４６第１項に規定する送配電等業務指針の変更の認可につい

て、貴委員会の意見を求めます。 

資料３－２－２ 
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様式第13（第14条関係） 

送配電等業務指針変更認可申請書 

広域総第２０２５－２０８号 

２０２６年３月６日 

経済産業大臣殿 

電力広域的運営推進機関 

理事長 大山 力 

住 所 東京都江東区豊洲６－２－15 

 電気事業法第28条の46第１項後段の規定に基づき、送配電等業務指針の変更の認可を受けたいの

で、下記のとおり申請します。 

記 

１ 変更しようとする内容 

  別紙１のとおり 

２ 変更しようとする年月日 

２０２６年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日 

３ 変更しようとする理由 

国の審議会の議論等に適切に対応するため 

４ 送配電等業務指針の変更の認可を申請するまでの経過の概要 

  別紙２のとおり 
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別紙２ 

送配電等業務指針の変更の認可を申請するまでの経過の概要 

送配電等業務指針の変更の認可を申請するまでの経過の概要は、以下のとおり。 

時期 経過の概要 

2025年 12月３日 

  ～ 

2025年 12月 23日 

・業務規程第 178条第２項の規定により、本変更案（別紙１。

以下同じ。）について会員その他の電気供給事業者の意見聴

取を実施

・意見は０件（2026 年１月７日、意見聴取結果を本機関ウェ

ブサイト上にて公表）

2026年２月３日 ・2025年度第３回評議員会により、本変更案を議決

2026年２月４日 ・第 551回理事会において、本変更案を議決

2026年３月６日 ・第 21回通常総会において、本変更案を報告
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（案） 

経済産業省 

２０２６０３１６電委第１号 

年 月 日 

経済産業大臣 殿 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 

電力広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可について（回答） 

令和８年３月１３日付け２０２６０３０９資第１３号により貴職から当委員会に意見を求

められた電力広域的運営推進機関の業務規程の変更の認可については、認可することに異存は

ありません。 

資料３－２－３ 
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（案） 

経済産業省 

２０２６０３１６電委第２号 

年 月 日 

経済産業大臣 殿 

電力・ガス取引監視等委員会委員長 

電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針の変更の認可について（回答） 

令和８年３月１３日付け２０２６０３０９資第１４号により貴職から当委員会に意見を求

められた電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針の変更の認可については、認可すること

に異存はありません。 

資料３－２－４ 
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